
　

飼
い
犬
や
飼
い
猫

の
妊
娠
を
制
限
す
る

こ
と
で
、
不
当
な
捨

て
犬
や
捨
て
猫
を
な

く
し
、
野
犬
や
野
猫

が
増
え
る
の
を
防
止

す
る
た
め
、
次
の
と

お
り
飼
い
犬
と
飼
い

猫
の
避
妊
手
術
費
の
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

●
対　

象　

次
の
す
べ
て
の
項
目
に
該

　

当
す
る
場
合
。

①
所
有
者
が
、
大
田
原
市
内
に
住
所
を

　

有
す
る
こ
と
。

②
販
売
を
目
的
と
し
な
い
で
飼
養
し
て

　

い
る
メ
ス
犬
ま
た
は
メ
ス
猫
で
あ
る

　

こ
と
。

※
た
だ
し
メ
ス
猫
に
つ
い
て
は
、
１
世

　

帯
当
た
り
１
年
度
中
に
２
頭
ま
で
。

③
メ
ス
犬
の
場
合
は
、
狂
犬
病
予
防
法

　

に
基
づ
く
登
録
と
予
防
注
射
を
し
て

　

い
る
こ
と
。

④
所
有
者
の
世
帯
に
お
い
て
市
税
の
滞

　

納
が
な
い
こ
と
。

⑤
栃
木
県
内
に
開
業
す
る
獣
医
師
の
避

　

妊
手
術
を
受
け
る
こ
と
。

⑥
手
術
の
実
施
日
が
平
成
22
年
４
月
１

　

日
以
降
で
あ
る
こ
と
。

●
補
助
金
額　

メ
ス
犬
は
１
頭
に
つ
き

　

５
０
０
０
円
、
メ
ス
猫
は
１
頭
に
つ

　

き
４
０
０
０
円

行政相談委員が国の行政全般についての相談や意
見・要望を受け付けます。
◆大田原地区【毎月第４月曜日】
　日時　４月26日（月）午前10時～午後３時
　場所　大田原市福祉センター
　　　　　　（２３）０２２３
◆湯津上地区【毎月第１水曜日】
　日時　４月７日（水）午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター
　　　　　　（９８）３７１５
◆黒羽地区【毎月第３火曜日】
　日時　４月20日（火）午前９時30分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
　　　　　　（５４）０１８４

人権擁護委員が名誉・信用の侵害、差別・いじめ
に関する相談を受け付けます。
◆大田原地区【毎月第３月曜日】
　日時　４月19日（月）午前９時30分～正午
　場所　大田原市福祉センター
　　　　　　（２３）０２２３
◆湯津上地区【毎月第１水曜日】
　日時　４月７日（水）午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター
　　　　　　（９８）３７１５
◆黒羽地区【毎月第３火曜日】
　日時　４月20日（火）午前９時30分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
　　　　　　（５４）０１８４

■問い合わせ
　秘書課広報広聴係
　　　（２３）８７００

弁護士が無料で相談に応じます。予約が必要です
ので、総務課文書法規係まで電話でご予約くださ
い。
　日時　４月28日（水）午後１時30分～４時
　場所　大田原地域職業訓練センター
　申込　４月21日（水）～27日（火）午前８時30
　　　　分～午後５時15分（土・日・祝日除く）

■予約・問い合わせ
　総務課文書法規係
　　　（２３）８７０２

予約が必要です。電話または弁護士会窓口（宇都
宮市小幡2-7-13）へ直接お申し込みください。
　日時　４月９日（金）午後１時30分～
　場所　大田原商工会議所
　相談料　5,250円
　申込　土・日・祝日を除く午前10時30分～正午、
　　　　午後１時～4時30分

■予約・問い合わせ
　栃木県弁護士会
　　　028(643)2272

■問い合わせ
　総務課総務防災係
　　　（２３）１１１１

栃木県弁護士会
有料法律相談

市民無料法律相談

人  権  相  談

総合行政相談
●
４
月
の
相
談
の
窓
口

遺言の公正証書、土地建物・金銭の貸借、離婚
給付、会社設立定款などについて、公証人が無
料で相談に応じます。予約が必要ですので、公
証役場まで電話でご予約ください。
　日時　４月28日（水）午前10時～正午
　場所　大田原地域職業訓練センター
　申込　土・日・祝日除く午前９時～午後５時

■予約・問い合わせ
　大田原公証役場
　　　（２３）０６６６

公正証書(法律)
無料相談

※
補
助
金
の
交
付
は
予
算
範
囲
内
で
、

　

交
付
決
定
順
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

　

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法　

申
請
書
（
獣
医
師
の
証

　

明
欄
あ
り
）
を
、
手
術
の
日
か
ら
30

　

日
以
内
に
生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
栃
木
県
獣
医
師
会
那
須
支

　

部
加
盟
の
動
物
病
院
に
配
置
す
る
予

　

定
で
す
。
置
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　

ド
す
る
か
、
左
記
ま
で
請
求
し
て
く

　

だ
さ
い
。

■
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　
　
　

（
２
３
）
８
７
０
６

飼
い
犬
と
飼
い
猫
の

避
妊
手
術
費
を
補
助
し
ま
す

相談日は、祝日などにより原則と異なっている場
合がありますので、ご確認のうえご相談ください。

お知らせ

平成22年３月15日号 8


